
1 3 健サ送第 9 4 8 号

平成 26 年 1 月 3 1 日

町会・自治会長様

江戸川区長多田正見

（公印省略）

平成26 年度 ファミリーヘルス推進員の推薦について（依頼）

厳寒の候、皆様におかれましてはますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
また、日頃より、本区の健康行政に対してご理解と多大なるご協力をいただき、改めて

厚くお礼申し上げます。

さて、ファミリーヘルス推進員につきましては町会・自治会からのご推薦により、

2 年間の任期で地域での健康普及活動にご尽力いただいているところですが、本年、

5 月 3 1 日をもちまして、任期満了となります。

つきましては、次期推進員を下記によりご推薦くださいますようお願い申し上げます。
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1 .推薦人員 1 ～ 2名（地区活動のできる方）

なお、 2,000 世帯を超える町会・自治会は概ね 1,000 世帯につき

1 名の増員が可能です。

2. 委嘱任期 平成 2 6 年 6 月～平成 2 8 年 5 月

3. 推薦期限 平成 2 6 年 4 月 1 8 日（金）まで

4. 推薦方法 別添推薦書にご記入のうえ、返信用封筒にでご返送ください。

(4 月以降ご返送いただく場合も 8 0 円切手でお出しください）

※なお、現在推進員をご推薦いただいていない町会・自治会におかれましては、

ぜひご推薦くださいますようお願い申し上げます。

【ご返送先・お問合せ先］

江戸川区清新町健康サポートセンター

〒 134-0087 江戸川区清新町 1-3-1 1 

電話： 3878-1221

担当：植木



0江戸川区ファミリーヘルス推進員設置要綱

（目的）

昭和61年 4 月 1 日

施行

第 1 条 家庭及び地域における健康づくりを推進するため、ファミリーヘルス推進員（以下「推進員」

という。）を設置する。

（役割）

第 2 条 推進員は、健康部及び保健所と連携して、次の役割を担うものとする。
( 1 ) 地域において健康講座を開催すること。

( 2 ) 各種区民健康診査の受診について、地域住民に勧奨すること。

( 3 ) 地域の健康づくりに関する情報を区に提供すること。

( 4) ウォーキングの普及を図ること 。

( 5 ) 地域高齢者通所事業（地域ミニデ、イサービス）を推進すること。

( 6) 健康ボランティアを育成すること。

( 7 ) その他健康づくりの推進について、必要な活動を行うこと。

（委嘱）
第 3 条 推進員は、町会長・自治会長の推薦により、健康づくりについて高い関心を持つ者の中から、

区長が委嘱する。
2 委嘱する人数は、町会・自治会ごとに 2名とする。ただし、所属する世帯の数が2,000を超えると
きは、 1,000世帯につき 1 名を加えることができる。

（任期）
第 4 条 推進員の任期は 2 年とする。ただし、再任することを妨げない。

（解嘱）
第 5 条 区長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱するものとする。
( 1 ) 心身の故障のため推進員活動ができなくなったとき。

( 2) 推進員が辞退を申し出たとき。

( 3 ) 前 2 号のほか、区長が解嘱を適当と認めたとき。

（身分）
第 6 条 推進員は、ボランティアであって、江戸川区職員としての身分を有しない。

（遵守事項）
第 7 条 推進員は、その活動によって知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。
（推進員会への加入）

第 8 条 推進員は、各地区に設置されたファミリーヘルス推進員会（以下「推進員会J という。）に

加入しなければならない。

（活動費）
第 9 条 推進員の活動に要する費用は、原則として、推進員会が支払うものとする。
2 推進員会に対する活動費の補助については、別に定める。

（研修等）
第10条 区は、推進員及び推進員会の活動を促進するため、必要な研修会及び連絡会を開催する。

（その他）

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則

この要綱は、昭和61年 4 月 1 日から施行する。
（改正経過） Hl ・ 4 ・ 1 、 Hl5 ・ 7 ・ 10 、 Hl6 ・ 4 ・ 1



様式 1

推 薦 書

江戸川区ファミリーヘルス推進員として、下記の者を推薦します。
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1. 

氏 名

生年月日 昭和 年 月 日生

住 所 江戸川区

電話番号

2. 

氏 名

生年月日 昭和 年 月 日生

住 所 江戸川区

電話番号

江戸川区長殿

平成年月日

町会・自治会名

之』
コス 長 名 ⑮ 


